
～群馬県以外の医療機関等をご利用になる方へ～ 

妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・ 

1か月児健康診査費用助成のお知らせ 
 

群馬県以外の医療機関等で妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・１か月児健康診査を

受ける場合、実際に支払った費用の一部を申請により助成します。 

 

助成の流れ 

県外の医療機関等で健診・検査を実施 

★医療機関等で母子健康手帳と受診票に健診結果を記入してもらいます。 

★医療機関等にて支払い後、前橋市へ助成金交付の申請となります。 

領収書、受診票は大切に保管しておいてください。 

妊婦健康診査は最終の妊婦健康診査後６か月以内、産婦健康診査及び新生児聴覚検査、１か月児健康診

査は産後（生後）６か月以内に助成金申請をしてください。 

 

約１～２か月後に助成金が指定口座に振り込まれますので、通帳を記帳してご確認ください。 

 

申請・請求に必要な書類等 

(1)助成金交付申請書兼実績報告書 

(2)申請をする健診・検査の受診票（医療機関記入欄が記入済みのもの） 

(3)領収書・診療明細書の原本（医療機関名・医療機関の住所・代表者名の押印のあるもの） 

・レシート不可。 

・領収書に該当する健診・検査の費用が記載されていない場合には、医療機関等で記入してもらってくださ

い。(例：「新生児聴覚検査費用として○,○○○円」) 

※領収書の原本を返却希望の方は、併せて必ずコピーをお持ちください。 

(4)母子健康手帳の該当ページのコピー 

   ［ 妊婦健康診査 ］  「妊娠中の経過」のページ 

   ［ 産婦健康診査 ］  「出産後の母体の経過」のページ 

［新生児聴覚検査］  「検査の記録」のページ 

   ［１か月児健康診査］ 「１か月児健康診査」のページ 

(5)助成金交付請求書 

(6)申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの（金融機関の通帳など） 

※原則、受診票に記載されている人が申請者になります。 

※通帳がある場合は通帳の表紙裏のコピーもお持ちください 

 ※申請者と口座名義人が異なる場合には委任状が必要になります。 

※郵送による申請をご希望の場合は、こども支援課に連絡してください。 

 

 

 

 
※裏面もご覧ください 

【問い合わせ先】 

〒371-0014 前橋市朝日町三丁目 36番 17号 

前橋市こども支援課  電話：027-212-8337 



助成金額 

 助成金額は、自己負担をした費用の全額ではなく、下記の金額と自己負担をした額を比較して、少ない

方の金額となります。助成金額を超えた費用については、自己負担となります。なお、産婦健康診査は、

受診票の内容の記載がない場合、助成の対象外となることがあります。 

（受診票の内容：１健康状態 ２前橋市への連絡の必要性、エジンバラ産後うつ病質問票） 

※追加の検査や健康保険による診察料等は本助成事業の対象外となりますのでご注意ください。 

※令和 7 年 4月 1日に妊婦健康診査(第 1・8・12 回)、1か月児健康診査の上限額を改正 

≪受診券の記入について≫ 
点線の枠内を記入してもらってください。 
                     

 

 

 

 

 

 

 

妊婦健康診査 受診票の色 上限額 

第 1回（前期健診） 水色 20,740円 

第 2回（超音波併用） 青色 4,780円 

第 3回（超音波併用）   黄色 6,330円 

第 4・5回（基本的健康診査） ピンク色 3,980円 

第 6回（中・後期健診）    藤色 7,980円 

第 7・10・11・13・14回（基本的健康診査（２）） だいだい色 4,980円 

第 8回（中・後期健診）    オレンジ色 8,030円 

第 9回（中・後期健診） 薄黄色 8,170円 

第 12回（中・後期健診（２）） もえぎ色 10,030円 

多胎妊婦 追加１～5回 白色 5,000円 

産婦健康診査（2週間・1か月健診用） 白色（A4サイズ） 5,000円 

新生児聴覚検査 白色 3,000円 

１か月児健康診査 水色 6,000円 

前橋市 こども支援課 電話０２７－２１２－８３３７ 

［新生児聴覚検査］ 

［産婦健診］ 

5070603 

［妊婦健診］ 

受診票の回数 

※文書料の助成はありません。 
文書料がかかる場合は事前にご相談ください。 

 

［1か月児健康診査］ 


